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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　クライアントデバイス上で動作するクライアントアプリケーションにウェブページデー
タを送信するためのシステムであって、
　１または複数のプロセッサであって、
　　前記クライアントアプリケーションによって送信されたウェブページ要求を受信し、
　　前記ウェブページ要求内のマーキングパラメータを検出し、前記マーキングパラメー
タは、前記ウェブページ要求を送信した前記クライアントアプリケーションのクライアン
トタイプを表し、
　　前記マーキングパラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記クライアントアプリ
ケーションの前記クライアントタイプを判定し、
　　前記クライアントタイプがブラウザクライアントアプリケーションであると判定され
た場合に、ウェブページ情報を含む第１のウェブページデータを前記クライアントアプリ
ケーションに送信し、
　　前記クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであると判定さ
れた場合に、ウェブページ情報と、前記クライアントデバイス上でオンボードハードウェ
ア関数を実行するためのコードと、を含む第２のウェブページデータを前記クライアント
アプリケーションに送信するよう構成された、１または複数のプロセッサと、
　前記１または複数のプロセッサに接続され、前記１または複数のプロセッサに命令を提
供するよう構成された１または複数のメモリと、
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を備える、システム。
【請求項２】
　請求項１に記載のシステムであって、前記クライアントタイプが非ブラウザクライアン
トアプリケーションであると判定された場合に、前記１または複数のプロセッサは、さら
に、前記ウェブページ要求に含まれるプラットフォーム情報を用いて、前記クライアント
アプリケーションが動作するプラットフォームを識別するよう構成されている、システム
。
【請求項３】
　請求項２に記載のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、さらに、前記
プラットフォーム上で前記オンボードハードウェア関数を実行するために必要なサポート
情報を送信するよう構成されている、システム。
【請求項４】
　請求項３に記載のシステムであって、前記サポート情報はプラットフォーム固有である
、システム。
【請求項５】
　請求項１に記載のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、カメラ関数
、マイク関数、または、それら両方を含む、システム。
【請求項６】
　請求項３に記載のシステムであって、前記サポート情報は、前記オンボードハードウェ
ア関数に関するＡＰＩ情報を含む、システム。
【請求項７】
　クライアントアプリケーションにウェブページデータを送信するための方法であって、
　前記クライアントアプリケーションによって送信されたウェブページ要求を受信する工
程と、
　前記ウェブページ要求内のマーキングパラメータを検出する工程であって、前記マーキ
ングパラメータは、前記ウェブページ要求を送信した前記クライアントアプリケーション
のクライアントタイプを表す、工程と、
　前記マーキングパラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記クライアントアプリケ
ーションの前記クライアントタイプを判定する工程と、
　前記クライアントタイプがブラウザクライアントアプリケーションであると判定された
場合に、ウェブページ情報を含む第１のウェブページデータを前記クライアントアプリケ
ーションに送信する工程と、
　前記クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであると判定され
た場合に、ウェブページ情報と、オンボードハードウェア関数を実行するためのコードと
、を含む第２のウェブページデータを前記クライアントアプリケーションに送信する工程
と、
を備える、方法。
【請求項８】
　表示するためのウェブページを生成するためのシステムであって、
　１または複数のプロセッサであって、
　　前記システム上で動作するクライアントアプリケーションのクライアントタイプを識
別するマーキングパラメータを含むウェブページ要求を生成し、
　　　前記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプは非ブラウザクライ
アントアプリケーションであり、前記マーキングパラメータは、前記ウェブページ要求を
送信した前記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプを表し、
　　前記クライアントアプリケーションを用いて、前記ウェブページ要求を送信し、
　　前記ウェブページ要求に応答して送信されたウェブページデータを受信し、
　　　前記ウェブページデータは、ウェブページ情報と、前記システム上で指定のオンボ
ードハードウェア関数を実行するために用いられるコードとを含み、
　　前記ウェブページデータを用いて、前記オンボードハードウェア関数を提供すると共
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に表示される前記ウェブページを生成するよう構成された、１または複数のプロセッサと
、
　前記１または複数のプロセッサに接続され、前記１または複数のプロセッサに命令を提
供するよう構成された１または複数のメモリと、
を備える、システム。
【請求項９】
　請求項８に記載のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、さらに、
　前記クライアントアプリケーションが動作するプラットフォームを識別するプラットフ
ォーム情報を取得し、
　前記プラットフォーム情報に少なくとも部分的に基づいて、前記システム上で前記指定
のオンボードハードウェア関数を実行するために用いられる前記コードによって必要とさ
れるサポート情報を取得するよう構成されている、システム。
【請求項１０】
　請求項８に記載のシステムであって、前記ウェブページデータを用いて、前記ウェブペ
ージを生成することは、
　ページレンダリングエンジンを呼び出して、前記ウェブページ情報をレンダリングし、
　前記オンボードハードウェア関数を実行するために用いられる前記コードを、前記レン
ダリングされたウェブページ情報に追加することを含む、システム。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のシステムであって、前記ウェブページデータを用いて、前記ウェブ
ページを生成することは、
　前記オンボードハードウェア関数を実行するためのサポート情報を、前記レンダリング
されたウェブページ情報に追加することを含む、システム。
【請求項１２】
　請求項８に記載のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、カメラ関数
、マイク関数、または、それら両方を含む、システム。
【請求項１３】
　請求項８に記載のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、前記ウェブ
ページに関連付けられたボタン、リンク、またはイベントトリガを通して呼び出される、
システム。
【請求項１４】
　請求項９に記載のシステムであって、前記サポート情報は、前記オンボードハードウェ
ア関数に関するＡＰＩ情報を含む、システム。
【請求項１５】
　表示するためのウェブページを生成するための方法であって、
　クライアントデバイス上で動作するクライアントアプリケーションのクライアントタイ
プを識別するマーキングパラメータを含むウェブページ要求を生成する工程であって、前
記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプは非ブラウザクライアントア
プリケーションであり、前記マーキングパラメータは、前記ウェブページ要求を送信した
前記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプを表す、工程と、
　前記クライアントアプリケーションを用いて、前記ウェブページ要求を送信する工程と
、
　前記ウェブページ要求に応答して送信されたウェブページデータを受信する工程であっ
て、前記ウェブページデータは、ウェブページ情報と、指定のオンボードハードウェア関
数を実行するために用いられるコードとを含む、工程と、
　前記ウェブページデータを用いて、前記クライアントデバイス上で前記オンボードハー
ドウェア関数を提供すると共に表示される前記ウェブページを生成する工程と、
を備える、方法。
【請求項１６】
　請求項１に記載のシステムであって、前記マーキングパラメータは、前記ウェブページ
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要求に関連するユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）に追加される列に対応する、シ
ステム。
【請求項１７】
　請求項１に記載のシステムであって、前記マーキングパラメータに少なくとも部分的に
基づいて、前記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプを判定すること
は、前記クライアントデバイス上で動作する前記クライアントアプリケーションがブラウ
ザアプリケーションに対応するか非ブラウザアプリケーションに対応するかを判定するこ
とを含む、システム。
【請求項１８】
　請求項１に記載のシステムであって、前記ウェブページ要求は、前記マーキングパラメ
ータおよびプラットフォーム情報を含み、前記プラットフォーム情報は、前記クライアン
トデバイスのオペレーティングシステムを識別する、システム。
【請求項１９】
　請求項８に記載のシステムであって、前記マーキングパラメータは、前記システム上で
動作する前記クライアントアプリケーションがブラウザアプリケーションに対応するか非
ブラウザアプリケーションに対応するかを識別する、システム。
【請求項２０】
　請求項８に記載のシステムであって、前記ウェブページ要求は、さらに、前記システム
のオペレーティングシステムを識別するプラットフォーム情報を含む、システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
他の出願の相互参照
　本願は、２０１２年１０月１７日出願の中国特許出願第２０１２１０３９５５３５．４
号「ＭＥＴＨＯＤ　ＦＯＲ　ＳＥＮＤＩＮＧ　ＢＡＣＫ　ＰＡＧＥＳ；ＭＥＴＨＯＤ　Ａ
ＮＤ　ＤＥＶＩＣＥ　ＦＯＲ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＮＧ　ＰＡＧＥＳ」の優先権を主張する
。当該出願は、すべての目的のために参照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本願は、ウェブページ技術の分野に関し、特に、異なるタイプのクライアントでウェブ
ページを生成および表示するための技術に関する。
【背景技術】
【０００３】
　スマートフォンの発展で、ますます多くのウェブサイトが携帯電話クライアントを導入
している。ユーザが携帯電話でウェブサイトにログオンする時、ユーザは、ブラウザで、
または、ウェブサイトによって提供された特別なクライアント（インスタントメッセージ
ング・クライアントなど）でログオンしうる。
【０００４】
　ユーザ操作を容易にするために、カメラ、マイク、または、その他のハードウェア装置
のための関数が、しばしば、電話クライアントに追加される。例えば、携帯電話マイクロ
ブログ・クライアント・アプリケーションが、リアルタイム写真撮影およびアップロード
関数を有し、また、電話のインスタントメッセージング・クライアントが、音声チャット
関数を有しうる。既存のブラウザアプリケーションは、通例、データ入力、ファイルアッ
プロードなどの関数のみを許容して、ブラウザアプリケーションを動作させるデバイス上
の特定のハードウェアのアクセスを許容しないので、かかる関数は、通例、ブラウザに表
示されたウェブページからは省かれる。
【０００５】
　通例、ユーザがブラウザおよびクライアントを用いてウェブサイトを訪問すると、サー
バは、同じウェブページデータを送り返す。ブラウザは、ウェブページデータを受信した
後、ウェブページデータ内のウェブページ情報を用いて、表示すべきウェブページを生成
することができる。クライアントがウェブページデータを受信した後、クライアントプロ



(5) JP 6110950 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

グラムが、ウェブページデータ内のウェブページ情報から生成されたウェブページにハー
ドウェア関数を追加する。すなわち、クライアントプログラムは、オンボードハードウェ
ア情報を呼び出して、ハードウェア関数を生成してウェブページに追加し、最終的に、ハ
ードウェア関数を含むウェブページを表示する。したがって、ブラウザおよびクライアン
トの両方がログインのために利用されうるが、それらの特定の関数は、ウェブページの主
なコンテンツが基本的に同じであっても、ウェブサイトサーバによって送り返されたウェ
ブページデータに関して異なっている。
【０００６】
　上述の方法のように、ウェブページに表示される内容を変更する場合、通常は、サーバ
側で修正を行う必要がある。さらに、ハードウェア関連関数を変更する場合には、クライ
アント側で修正を行った後に、クライアントをアップグレードする必要がある。サーバお
よびクライアントは、別個に修正される必要があり、修正された関数は、クライアントが
アップグレードされるまでは体験できない。また、クライアントは、アップグレード中に
は操作できない。アップグレード処理は、開発者およびユーザの双方にとって複雑で時間
がかかる処理である。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
　以下の詳細な説明と添付の図面において、本発明の様々な実施形態を開示する。
【０００８】
【図１Ａ】オンボードハードウェア関数を備えたウェブページをサポートする環境の一実
施形態を示すブロック図。
【０００９】
【図１Ｂ】ウェブページ情報を送信するための処理の一実施形態を示すフローチャート。
【００１０】
【図２】ウェブページを生成して表示するための処理の一実施形態を示すフローチャート
。
【００１１】
【図３】ウェブページ情報を送信するためのデバイスの一実施形態を示す構造図。
【００１２】
【図４】本願の一実施形態に記載のウェブページを生成するためのデバイスの一実施形態
を示す構造図。
【００１３】
【図５】ブラウザアプリケーションおよび非ブラウザクライアントアプリケーションによ
って表示されるウェブページの例を示すユーザインターフェースの図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、処理、装置、システム、物質の組成、コンピュータ読み取り可能な格納媒体
上に具現化されたコンピュータプログラム製品、および／または、プロセッサ（プロセッ
サに接続されたメモリに格納および／またはそのメモリによって提供される命令を実行す
るよう構成されたプロセッサ）を含め、様々な形態で実装されうる。本明細書では、これ
らの実装または本発明が取りうる任意の他の形態を、技術と呼ぶ。一般に、開示された処
理の工程の順序は、本発明の範囲内で変更されてもよい。特に言及しない限り、タスクを
実行するよう構成されるものとして記載されたプロセッサまたはメモリなどの構成要素は
、ある時間にタスクを実行するよう一時的に構成された一般的な構成要素として、または
、タスクを実行するよう製造された特定の構成要素として実装されてよい。本明細書では
、「プロセッサ」という用語は、１または複数のデバイス、回路、および／または、コン
ピュータプログラム命令などのデータを処理するよう構成された処理コアを指すものとす
る。
【００１５】
　以下では、本発明の原理を示す図面を参照しつつ、本発明の１または複数の実施形態の
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詳細な説明を行う。本発明は、かかる実施形態に関連して説明されているが、どの実施形
態にも限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲によってのみ限定されるものであ
り、多くの代替物、変形物、および、等価物を含む。以下の説明では、本発明の完全な理
解を提供するために、多くの具体的な詳細事項が記載されている。これらの詳細事項は、
例示を目的としたものであり、本発明は、これらの具体的な詳細事項の一部または全てが
なくとも特許請求の範囲に従って実施可能である。簡単のために、本発明に関連する技術
分野で周知の技術事項については、本発明が必要以上にわかりにくくならないように、詳
細には説明していない。
【００１６】
　本願は、サーバがブラウザおよび非ブラウザクライアントアプリケーションに対して異
なるウェブページデータを送り返すように、クライアントタイプごとのウェブページを生
成するための技術を提供する。例えば、非ブラウザクライアントアプリケーションのため
のウェブページデータは、写真のアップロード、マイクを介したチャットなど、オンボー
ドハードウェアを必要とする特定の関数を含みうるが、ブラウザクライアントのためのウ
ェブページデータは、かかる関数を除外しうるか、または、異なる関数を含みうる。非ブ
ラウザクライアントアプリケーションは、ウェブページデータのためのコンテナと見なさ
れてもよい。サーバは、表示されるウェブページおよびコンテンツを決定する。したがっ
て、ウェブページ表示コンテンツの変更およびハードウェア関数の変更は共に、サーバ側
で実行されうる。クライアントは、アップグレードされる必要がない。したがって、アッ
プグレード処理は、大幅に簡略化される。ユーザは、ウェブページまたは非ブラウザクラ
イアントアプリケーションにおける関数の変更を考慮することなしにウェブページにアク
セスできる。操作は、実行が容易である。
【００１７】
　図１Ａは、オンボードハードウェア関数を備えたウェブページをサポートする環境の一
実施形態を示すブロック図である。クライアントデバイス１０１は、パーソナルコンピュ
ータ、携帯端末（スマートフォンまたはタブレットなど）、もしくは、任意のその他の適
切なデバイスであってよい。クライアントデバイスは、ネットワーク（例えば、インター
ネット）を介してサーバ１０３と通信する。
【００１８】
　ユーザは、スマートフォンまたはタブレットデバイスなどのクライアントデバイスを用
いてウェブサイトにアクセスする時、ブラウザ（例えば、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）、Ｃ
ｈｒｏｍｅ（登録商標）、Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（登録商標）など）また
はそのウェブサイト専用のクライアント（非ブラウザアプリケーションとも呼ばれる）な
どのクライアントアプリケーションで、ウェブサイトへのログオンまたはその他のアクセ
スを行いうる。クライアントアプリケーションは、ウェブサイトサーバとデータ交換する
。いくつかの実施形態において、クライアントデバイスは、非ブラウザアプリケーション
によってアクセスされうる特定のオンボードハードウェア（カメラまたはマイクなど）を
備える。したがって、ユーザがウェブサイトと相互作用するさらなる方法を提供するため
に、特定のハードウェア関数が、非ブラウザアプリケーションに表示されるウェブページ
に追加される。
【００１９】
　図１Ｂは、ウェブページ情報を送信するための処理の一実施形態を示すフローチャート
である。処理１００は、サーバシステム（図１Ａの１０３など）上で実行されてよい。
【００２０】
　工程１０２で、ウェブページ要求が受信される。
【００２１】
　ユーザは、ユーザのクライアント装置上で動作するブラウザまたは非ブラウザクライア
ントアプリケーションを用いて、ウェブサイトへのログインまたはその他のアクセスを最
初に行う時、まず、ウェブページ要求を送信し、それは、サーバによって受信される。ウ
ェブページ要求は、要求されたウェブページのアドレス、すなわち、要求されたウェブペ
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ージのユニバーサルリソースロケータ（ＵＲＬ）を含みうる。後に詳述するように、ウェ
ブページ要求は、クライアントタイプを示すマーキングを含む。
【００２２】
　工程１０４で、ウェブページ要求を送信したクライアントのクライアントタイプを識別
するために用いられるマーキングパラメータが検出される。マーキングパラメータは、ウ
ェブページ要求を送信したクライアントのタイプを評価するために用いられる。
【００２３】
　本明細書で用いられているように、クライアントタイプは、ブラウザアプリケーション
（例えば、Ｓａｆａｒｉ（登録商標）、Ｇｏｏｇｌｅ　Ｃｈｒｏｍｅ（登録商標）、Ｉｎ
ｔｅｒｎｅｔ　Ｅｘｐｌｏｒｅｒ（登録商標）など）および非ブラウザクライアントアプ
リケーション（例えば、ｉＯＳ（登録商標）用のＴａｏｂａｏショッピングアプリケーシ
ョン、Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）用のＴａｏｂａｏショッピングアプリケーションなど
）を含む。いくつかの実施形態において、非ブラウザクライアントアプリケーションは、
ハイブリッドアプリケーションであってもよい。いくつかの実施形態において、異なるク
ライアントタイプフィールドが、マーキングパラメータを用いて、異なるウェブページ要
求内に設定される。いくつかの実施形態では、ブラウザ由来のウェブページ要求について
は、ウェブページ要求内にマーキングパラメータを設定する必要がない。非ブラウザクラ
イアントアプリケーション由来のウェブページ要求については、ウェブページ要求のソー
スを識別するために、マーキングパラメータがウェブページ要求内に設定される。例えば
、ブラウザを用いるユーザが、所望のＵＲＬとしてｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｏｂａｏ
．ｃｏｍを入力してよく、ブラウザによって送信される対応するウェブページ要求は、ｈ
ｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍというＵＲＬを含む。非ブラウザクライアン
トアプリケーションは、さらなるパラメータを含むことを除けば同一であるＵＲＬにアク
セスするよう構成されている。非ブラウザクライアントアプリケーションによって送信さ
れるウェブページ要求は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍ／ｖｅｒｓｉｏ
ｎ＝１＆ｔｙｐｅ＝１というＵＲＬを含んでよく、ここで、「ｔｙｐｅ」というパラメー
タおよびそれに対応する値の意味は、クライアントプログラムのプログラマによって規定
される（例えば、「ｔｙｐｅ＝１」は、クライアントプログラムが非ブラウザプログラム
であることを示す）。その他のパラメータおよび値が用いられてもよい。
【００２４】
　サーバは、ウェブページ要求を受信した後、ウェブページ要求のソース（すなわち、要
求を行うクライアントアプリケーションのタイプ）を決定し、異なる要求ソースに対して
異なるウェブページデータを送り返す。
【００２５】
　工程１０６で、サーバは、まず、ウェブページ要求がマーキングパラメータを含むか否
かを検出する。ウェブページ要求がマーキングパラメータを含まない場合、そのウェブペ
ージ要求はブラウザから来たと判定され、制御は工程１０７に進む。ウェブページ要求が
マーキングパラメータを含む場合、制御は工程１０８に進む。
【００２６】
　工程１０７で、ウェブページ要求はブラウザによって送信されたと見なされ；したがっ
て、ブラウザベースのウェブページデータがクライアントに送信される。いくつかの実施
形態において、ブラウザベースのウェブページデータは、ウェブページ情報（すなわち、
ブラウザに送り返されたウェブページによって表示されるコンテンツの関連データ）を含
む。
【００２７】
　工程１０８で、ウェブページ要求は非ブラウザクライアントアプリケーションによって
送信されたと見なされ；したがって、特定の非ブラウザクライアントアプリケーションに
基づいた非ブラウザウェブページデータがクライアントに送信される。いくつかの実施形
態において、非ブラウザウェブページデータは、ウェブページ情報と、１または複数のオ
ンボードハードウェア関数を実行するためのハードウェア関数情報とを含む。
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【００２８】
　ウェブページ情報は、ブラウザまたは非ブラウザクライアントアプリケーションがイン
ターネットウェブページをダウンロードして形成するためのウェブページデータ（ＨＴＭ
Ｌコード、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）コード、および／または、ウェブページの
ページレイアウト、フォント、色、テキスト情報、グラフィック情報などを指定するＣＳ
Ｓコードなど）を含む。ハードウェア関数情報は、クライアントによる実行のために提供
されたコードを含み、オンボードカメラを用いて写真または動画を撮る、オンボードマイ
クを用いて音声ベースのコメントを記録するなどのためのハードウェアＡＰＩコールを呼
び出すＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）コードなど、オンボードハードウェア関数を呼
び出すために用いられる。したがって、特定のオンボードハードウェアを備えたクライア
ントデバイス上で動作する非ブラウザクライアントアプリケーションによって表示される
ウェブページは、オンボードハードウェアを利用するさらなる関数を含むことができる。
【００２９】
　図５は、ブラウザアプリケーションおよび非ブラウザクライアントアプリケーションに
よって表示されるウェブページの例を示すユーザインターフェースの図である。ユーザイ
ンターフェースの図５００および５０２の両方は、異なるクライアントアプリケーション
に表示された同じウェブサイトの同じ商品の商品フィードバックページを示す。５００は
、ブラウザによって表示されたウェブページの例である。５０２は、非ブラウザクライア
ントアプリケーションによって表示されたウェブページの例である。ページは、処理１０
０などの処理を用いてそれぞれのクライアントアプリケーションにダウンロードされる。
図に示すように、５０２は、オンボードハードウェアに依存する追加の関数、特に、それ
ぞれ、ボタン５０４および５０６をユーザがクリックすることによって呼び出される「写
真撮影」関数および「コメント記録」関数、を備える。
【００３０】
　上記を要約すると、本願のサーバは、ウェブページ要求を受信した後、ウェブページ要
求を送信したクライアントのタイプを特定するためのマーキングパラメータをウェブペー
ジ要求内で検出し、ウェブページ要求を送信したクライアントのタイプを評価する。クラ
イアントタイプがブラウザであると判定された場合、サーバは、ウェブページ情報を含む
第１のウェブページデータを送り返す。ウェブページ要求のクライアントタイプが非ブラ
ウザクライアントアプリケーションであると判定された場合、サーバは、第２のウェブペ
ージデータを送り返す。第２のウェブページデータは、ウェブページ情報と、１または複
数の指定されたオンボードハードウェア関数を実行するためのコード（例えば、ハードウ
ェアＡＰＩコールを呼び出すＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）コード）とを含む。いく
つかの実施形態において、ウェブページ要求のクライアントタイプは、サーバ側から評価
される。異なるクライアントタイプに対しては異なるデータ（ウェブページ情報およびハ
ードウェア関数を含む）が、サーバによって送信される。したがって、非ブラウザクライ
アントアプリケーションは、サーバ送信データのコンテナと見なされる。したがって、ウ
ェブページ表示コンテンツの変更およびハードウェア関数の変更は共に、サーバ側で実行
されうる。非ブラウジングクライアントプログラムは、アップグレードされる必要がない
。ユーザは、サーバへのログインまたはその他のアクセスを行うだけでよく、クライアン
トプログラムにさらなる変更を実行する必要はない。アップグレード処理が簡素化され、
実行が容易になる。
【００３１】
　いくつかの実施形態において、ウェブページ要求は、任意選択的にプラットフォーム情
報を含む。様々な携帯電話が、様々なオペレーティングシステムを有する。例としては、
Ａｎｄｒｏｉｄ（登録商標）、ｉＯＳ（登録商標）、および、Ｗｉｎｄｏｗｓ　Ｐｈｏｎ
ｅ　７（ＷＰ７）（登録商標）が挙げられる。したがって、クライアントアプリケーショ
ンは、異なるオペレーティングシステムにインストールされうる。異なるオペレーティン
グシステムのメカニズムは異なっているので、それらがハードウェア関数を起動する方法
も異なる。したがって、異なるオペレーティングシステムにインストールされた非ブラウ
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ザクライアントアプリケーションは、ハードウェア関数をロードする時に、異なるデータ
を必要とする。例えば、異なるプラットフォーム上のハードウェア関数をサポートするに
は、異なるアプリケーションプログラミングインターフェース（ＡＰＩ）情報が必要とさ
れる。したがって、サーバは、非ブラウザクライアントアプリケーションがインストール
されたオペレーティングシステムの種類を識別する必要がある。いくつかの実施形態にお
いて、識別処理を容易にするために、ウェブページ要求は、さらに、非ブラウザクライア
ントアプリケーションがインストールされたオペレーティングシステムを識別するために
用いられるプラットフォーム情報を含む。
【００３２】
　いくつかの実施形態において、要求が非ブラウザクライアント由来であると判定された
後、処理は、さらに、クライアントアプリケーションが動作するプラットフォーム環境（
すなわち、クライアントプログラムの動作をサポートするオペレーティングシステム）を
識別するためにプラットフォーム情報を検出する工程を備える。いくつかの実施形態にお
いて、さらなるパラメータが、クライアントアプリケーションによって構成され（例えば
、ハードコードされる、構成ファイルまたはその他の場所から読み出される、など）、ウ
ェブページ要求に含められる。例えば、ｉＯＳデバイスによって送信される要求は、ｈｔ
ｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍ／ｖｅｒｓｉｏｎ＝１＆ｐｌａｔｆｏｒｍ＝ｉ
ｏｓ＆ｔｙｐｅ＝１というＵＲＬを含んでよく、Ａｎｄｒｏｉｄベースのクライアントプ
ログラムによって送信される要求は、ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍ／ｖ
ｅｒｓｉｏｎ＝１＆ｐｌａｔｆｏｒｍ＝Ａｎｄｒｏｉｄ＆ｔｙｐｅ＝２というＵＲＬを含
んでよい。
【００３３】
　いくつかの実施形態において、ウェブページ要求を送信したクライアントのタイプを識
別するウェブページ要求内のマーキングパラメータは、ウェブページ要求のクライアント
タイプがブラウザアプリケーションであるか非ブラウザクライアントアプリケーションで
あるかを判定するために用いられる。次に、サーバは、クライアントプログラムがインス
トールされたオペレーティングシステムのタイプを決定する。いくつかの実施形態におい
て、上記の例に示したプラットフォーム情報パラメータは、ウェブページ要求のクライア
ントソースを区別するために用いられる。すなわち、プラットフォーム情報は、クライア
ントアプリケーションが動作するプラットフォーム（すなわち、オペレーティングシステ
ム）を評価するために用いられ、オンボードハードウェア関数を実行するためにコードに
よって必要とされるプラットフォーム固有のサポート情報が、クライアントアプリケーシ
ョンに送信される。
【００３４】
　様々な実施形態において、非ブラウザクライアントアプリケーションは、Ａｎｄｒｏｉ
ｄ（登録商標）、ｉＯＳ（登録商標）、ＷＰ７（登録商標）など、複数の異なるプラット
フォームで実行される。
【００３５】
　プラットフォーム上で動作するクライアントがハードウェア関数をロードする時、その
プラットフォームのサポート情報（そのプラットフォームのＡＰＩ情報、および、写真の
最大サイズ、記録の最大長、ハードウェアによってキャプチャされたデータをサーバにア
ップロードできるか否かなどのハードウェアの制限など）をサーバから送信される必要が
ある。サポート情報は、プラットフォームに固有であり、換言すると、異なるサポート情
報が、異なるプラットフォームによって必要とされる。クライアントが呼び出すハードウ
ェア関数をサポートしないプラットフォーム上でクライアントが動作している場合、さら
なるサポート情報が送信される必要はない。
【００３６】
　任意選択的に、ウェブページ要求が、第１のプラットフォーム上で動作するクライアン
トプログラムに由来する場合、第２のウェブページデータは、さらに、ハードウェア関数
をロードするために第１のプラットフォームによって必要とされるサポート情報を含む。
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サポート情報は、ハードウェア関数をロードするためのサポートを提供するためのもので
ある。具体的なサポート情報は、異なるプラットフォーム（すなわち、オペレーティング
システム）に従って様々である。
【００３７】
　いくつかの実施形態において、ハードウェア関数をサポートするプラットフォームは、
プラットフォームデータを必要とする。例えば、非ブラウザクライアントアプリケーショ
ンがＰｈｏｎｅＧａｐツールによって開発された場合、非ブラウザクライアントアプリケ
ーションをＡｎｄｒｏｉｄプラットフォーム上で実行するために、ＰｈｏｎｅＧａｐ　Ｊ
Ｓライブラリが、ハードウェア関数のロード中にロードされる。Ａｎｄｏｒｏｉｄプラッ
トフォームのためのａｎｄｒｏｉｄ．ｊｓまたはｉＯＳプラットフォームのためのｉｏｓ
．ｊｓなど、ローカルプラットフォーム上でＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）をサポー
トするためのその他のＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）コードが、いくつかの実施形態
において、必要とされダウンロードされてもよい。
【００３８】
　いくつかの実施形態において、サポート情報は、関数コール、パラメータ、戻り値など
、ハードウェア関数に関するＡＰＩ情報を含む。したがって、クライアントプラットフォ
ームは、サーバがサポート情報を送り返すべきか否か／サーバが送り返すべきサポート情
報はどのタイプかという要求の仕様、および、クライアントによるオペレーティングシス
テムの実際の仕様によって区別できる。多くの異なるプラットフォームが可能であり、特
定のプラットフォームを区別するための任意の適切な技術を利用できる。
【００３９】
　上記を要約すると、本願に記載のウェブページ要求は、さらに、サーバがクライアント
プログラムの位置するプラットフォームを区別できるように、クライアントプログラムが
動作するプラットフォームを識別する情報を含む。オンボードハードウェア関数を呼び出
すコードによって必要とされるプラットフォーム固有のサポート情報が決定され、プラッ
トフォームに送信される。したがって、サーバによって送り返されたウェブページデータ
は、様々な種類のオペレーティングシステムのニーズを満たすことができる。
【００４０】
　説明のために、以下の記載では、オンボードハードウェア関数の例としてカメラ関数お
よび／またはマイク関数を用いる。ハードウェア関数情報のタイプは、クライアントデバ
イスで利用できる具体的なハードウェアに依存する。加速度計関数、バイオセンサ関数な
ど、その他のハードウェア関数も利用できる。
【００４１】
　図２は、ウェブページを生成して表示するための処理の一実施形態を示すフローチャー
トである。処理２００は、クライアントデバイス上で実行されてよい。
【００４２】
　工程２０２で、クライアントは、必要に応じてウェブページ要求を送信したクライアン
トのタイプを識別するマーキングパラメータをウェブページ要求に追加し、ウェブページ
要求を送信する。
【００４３】
　ユーザがクライアントプログラムを用いてクライアントウェブサイトにログオンすると
、クライアントは、ウェブページのロードを要求するためにウェブページ要求を送信する
。サーバがウェブページ要求の送信元のクライアントのタイプを識別できるように、マー
キングパラメータが、必要に応じてウェブページ要求に追加される。マーキングパラメー
タが存在すれば、クライアントは非ブラウザクライアントアプリケーションとして識別さ
れる。例えば、「ｐｌａｔｆｏｒｍ」というマーキングパラメータが、ウェブページ要求
に含まれ、クライアントプログラムの実装に応じて、マーキングパラメータの値は、「ｉ
ＯＳ」、「Ａｎｄｒｏｉｄ」、「ＷＰ７」などと設定されうる。
【００４４】
　工程２０４で、ウェブページデータが受信される。ウェブページデータは、ウェブペー
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ジ要求に応答して送り返される。
【００４５】
　クライアントは、ウェブページ要求を送信したクライアントプログラムを識別した後に
サーバによって送り返されたクライアントプログラム固有のウェブページデータを受信す
る。クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであった場合、ウェ
ブページデータは、ハードウェア関数情報およびウェブページ情報（すなわち、クライア
ントでウェブページによって表示されるコンテンツ）を含む。
【００４６】
　ウェブページ情報は、ウェブページをロードして形成するためにクライアントに供給さ
れるウェブページデータ（例えば、ウェブページをフォーマットするＨＴＭＬ文書情報）
を含む。ハードウェア関数情報は、クライアントによる実行のために提供されるコードを
含んでおり、オンボードハードウェア関数（例えば、ｈａｒｄｗａｒｅ．ｕｓｅＣａｍｅ
ｒａ（）のようなＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）　ＡＰＩコール）を呼び出すために
用いられる。
【００４７】
　工程２０６で、１または複数のウェブページが、ウェブページデータに従って生成され
、表示される。
【００４８】
　クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであった場合、クライ
アントプログラムは、ウェブページを表示するためのコンテナと見なされる。コンテナに
よって運ばれるデータは、サーバによって送信されたデータである。したがって、クライ
アントは、ウェブページデータを受信した後、ウェブページデータに従ってハードウェア
関数を含むウェブページを生成できる。例えば、クライアントプラットフォームがＡｎｄ
ｒｏｉｄ（登録商標）であることをサーバが検出した場合、返されるウェブページデータ
は、返されるウェブページデータに以下のスクリプトを含めることによってＡｎｄｒｏｉ
ｄのオンボードハードウェア関数をサポートするＪａｖａｓｃｒｉｐｔ（登録商標）ファ
イルを特に呼び出すデータを含む：＜ｓｃｒｉｐｔ　ｔｙｐｅ＝“ｔｅｘｔ／ｊａｖａｓ
ｃｒｉｐｔ”　ｓｒｃ＝ｈｔｔｐ：／／ｃｄｎ．ｔａｏｂａｏ．ｃｏｍ／ａｎｄｒｏｉｄ
／ｈａｒｄｗａｒｅ．ｊｓ／＞。さらなるサポートデータ（写真の最大ピクセルサイズ、
記録されるメッセージの最大長など）が、サーバから取得される。次いで、クライアント
アプリケーションは、既存の技術を用いてウェブページを表示する。
【００４９】
　従来技術では、非ブラウザクライアント内のハードウェア関数はクライアントコードと
して実装されるので、クライアントウェブページ内のハードウェア関数の変更は、最初に
クライアントを更新することなしには実行できない。しかしながら、本願では、ハードウ
ェア関数を実装するための関連データは、サーバによって提供される。したがって、ハー
ドウェア関数の変更は、サーバ側で完了できる。アップグレードは、クライアントのアッ
プグレードを必要としないので、アップグレード処理は、ユーザにとってトランスペアレ
ントになる。
【００５０】
　上記を要約すると、本願において、クライアントは、ウェブページを要求する時に、ウ
ェブページ要求のクライアントタイプを示すためにマーキングパラメータをウェブページ
要求に追加する。クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであっ
た場合、クライアントアプリケーションは、サーバによって送り返されたウェブページデ
ータ（ハードウェア関数情報を含む）を受信し、オンボードハードウェア関数を含むウェ
ブページを生成して表示する。本願では、クライアントプログラムは、ウェブページをロ
ードしている時に、クライアントデバイスのプラットフォームによって提供された既存の
ＡＰＩを呼び出すことにより、サーバによって送り返されたウェブページデータだけに基
づいてハードウェア関数のロードを実行できる。クライアントプログラムは、ウェブペー
ジを表示するためのコンテナと見なされてよく、クライアントプログラムを動作させるこ
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とが非常に容易になる。ウェブページデータおよびハードウェア関数の変更には、クライ
アントアプリケーションのアップグレードが必要ない。
【００５１】
　いくつかの実施形態において、ウェブページ要求を送信する前に、クライアントプログ
ラムは、さらに、クライアントプログラムが動作するプラットフォームに関する情報を取
得する。ここで、プラットフォーム情報は、クライアントプログラムが動作するプラット
フォームを評価するために用いられ、プラットフォームは、プラットフォーム上のクライ
アントプログラムがオンボードハードウェア関数を実行するためのコードによって必要と
されるサポート情報を取得するための基礎となる。
【００５２】
　さらに、プラットフォーム情報は、ウェブページ要求に追加される。プラットフォーム
情報は、クライアントプログラムが動作するオペレーティングシステムに関する情報であ
る。
【００５３】
　クライアントプログラムは様々なオペレーティングシステムにインストール可能であり
、異なるオペレーティングシステムはハードウェア関数をロードする時に異なるデータを
必要とするので、クライアントプログラムは、送信するウェブページ要求に対応するプラ
ットフォーム情報を取得する必要もある。次いで、プラットフォーム情報をウェブページ
要求に追加する。プラットフォーム情報は、クライアントプログラムがロードされたオペ
レーティングシステムを識別するよう機能する。
【００５４】
　プラットフォーム情報のクライアントソースがオンボードハードウェアの呼び出しをサ
ポートするプラットフォームであった場合、ウェブページデータは、さらに、プラットフ
ォームサポート情報を含む。例えば、Ａｎｄｒｏｉｄシステムがハードウェア関数をロー
ドする間に、ＪＳライブラリがロードされる必要があり、ＪＳライブラリのロードは、関
連コードのサポートを必要とする。したがって、ウェブページデータは、さらに、クライ
アントプラットフォームのサポート情報を含む。サポート情報は、ハードウェア関数のロ
ードをサポートするためのものであり、サポート情報の具体的なタイプは、異なるプラッ
トフォーム（すなわち、オペレーティングシステム）に従って様々である。
【００５５】
　いくつかの実施形態において、オンボードハードウェア関数を含むウェブページを生成
するための基礎としてウェブページデータを用いることは、ページレンダリングエンジン
（Ｔｒｉｄｅｎｔ、Ｇｅｎｋｏ、Ｗｅｂｋｉｔ、Ｐｒｅｓｔｏなど）を呼び出してウェブ
ページ情報をレンダリングし、オンボードハードウェア関数を実行するためのコードをレ
ンダリング処理に追加することを含む。
【００５６】
　ウェブページを生成する処理は、ウェブページレンダリングの処理でもある。例えば、
ウェブページ情報は、ウェブページＨＴＭＬコードであってよく、その場合、ウェブペー
ジレンダリングは、上から下までのＨＴＭＬコードの実行であってよい。画像、ＦＬＡＳ
Ｈ、および、その他のかかるデータは、ウェブページに必要な時にサーバから取得される
。レンダリング処理では、コード実行が、ハードウェアを必要とする関数に到達すると、
オンボードハードウェア関数を実行するためのコードが追加され、次いで、そのコードが
実行される。例えば、カメラ関数を追加するために、ｈａｒｄｗａｒｅ．ｕｓｅＣａｍｅ
ｒａ（）という関数コールが追加される。次いで、ＨＴＭＬコードの実行が継続してＨＴ
ＭＬコードの実行が終了し、その時点で、オンボードハードウェア関数を含むウェブペー
ジが生成される。
【００５７】
　上記の処理において、追加されるハードウェア関数の実行は、以下の２つのタイプを含
む：１）即時実行－－例えば、連絡先情報のロードでは、ハードウェア関数情報（ハード
ウェア関数コードなど）を直接ロードできる。２）非即時実行－－例えば、ハードウェア
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関数がボタンによってトリガされる。この場合、ハードウェアインターフェースが、ハー
ドウェア関数情報に接続するようにウェブページ内に構成されうる。ウェブページが表示
され、ユーザがボタンをクリックすると、インターフェースをトリガすることができ、そ
うして、ハードウェア関数情報が実行される。
【００５８】
　上記の処理において、本願のクライアントは、ＰｈｏｎｅＧａｐを用いて開発できる。
ＨＴＭＬ、ＣＳＳ、および、ＪａｖａＳｃｒｉｐｔ（登録商標）で構築されたＰｈｏｎｅ
Ｇａｐは、モバイルクロスプラットフォームのモバイルアプリケーションを迅速に開発す
るためのプラットフォームである。それにより、開発者が、ｉＰｈｏｎｅ、Ａｎｄｒｏｉ
ｄ、Ｐａｌｍ、Ｓｙｍｂｉａｎ、ＷＰ７、Ｂａｄａ、および、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙなど
のスマートフォンの主要機能（地理的測位、加速度計、連絡先、音声、および、振動など
）を利用することが可能になる。さらに、ＰｈｏｎｅＧａｐは、豊富なプラグインを有し
ているため、機能数の拡大が可能である。
【００５９】
　ＰｈｏｎｅＧａｐは、或る種のクライアント開発ミドルウェアを提供し、ミドルウェア
は、フロントエンド開発技術を用いてオンボードハードウェア関数を呼び出すインターフ
ェースを提供する。ＰｈｏｎｅＧａｐ内のＳＤＫ（ソフトウェア開発キット：Ｓｏｆｔｗ
ａｒｅ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ　Ｋｉｔ）によって提供されたＷｅｂＶｉｅｗコントロ
ールは、ＷｅｂＫｉｔ（オープンソースブラウザエンジン）に基づいており；コアはウェ
ブページのレンダリングおよび表示を実現できる。
【００６０】
　いくつかの実施形態において、ウェブページデータがさらにサポート情報を含む場合、
ウェブページデータに従って生成されたハードウェア関数を含むウェブページは、ウェブ
ページ情報をレンダリングするためのページレンダリングエンジンを呼び出し、ロケーシ
ョンハードウェア関数を実行するためのコードおよびサポート情報をレンダリングに追加
して、オンボードハードウェア関数を含むウェブページを生成することを含む。
【００６１】
　ウェブページを生成する処理は、ウェブページレンダリングの処理でもある。例えば、
ウェブページ情報は、ウェブページＨＴＭＬコードであってよく、その場合、ウェブペー
ジレンダリングは、上から下までのＨＴＭＬコードの実行であってよい。画像、ＦＬＡＳ
Ｈ、および、その他のかかるデータは、ウェブページに必要な時にサーバから取得される
。レンダリング処理では、コード実行が、ハードウェアを必要とする関数に到達すると、
ハードウェア関数コードは、ハードウェア関数ロードのために実行中にサポート情報を必
要とする。例えば、Ａｎｄｒｏｉｄオペレーティングシステムでは、ＪＳライブラリおよ
びその他のかかる情報が、ハードウェアロード中に呼び出される必要がある。したがって
、サーバによって送り返されたサポート情報が必要である。適切なＪＳライブラリが、ハ
ードウェア関数情報のロードを完了させるために、ハードウェア関数ロード中に呼び出さ
れる。次いで、ＨＴＭＬコードの実行が継続してＨＴＭＬコードの実行が終了し、その時
点でオンボードハードウェア関数を含むウェブページが生成されうる。
【００６２】
　実際の処理では、ＰｈｏｎｅＧａｐツールは、異なるオペレーティングシステムに対し
て異なるクライアントプログラムを構成する。異なるクライアントプログラムがハードウ
ェア関数を呼び出す場合、利用する技術は様々である。したがって、必要とされるデータ
も様々である。例えば、異なるサポート情報および異なるインターフェース構成が必要と
される。したがって、サーバ側が、マーキングパラメータおよびプラットフォーム情報を
用いて検出を実行した後に、検出結果に従って異なるウェブページデータを送り返すこと
が好ましい。
【００６３】
　カメラ関数情報は、ウェブページ内の写真のロード、スキャン、カメラフラッシュ、お
よび、その他のかかるハードウェア関数などのカメラ関連関数を生成できる。マイク関数
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情報は、記録およびその他のかかる音声収集ハードウェア関数などのマイク関連関数を生
成できる。
【００６４】
　オンボードハードウェア関数を含むウェブページ内のハードウェア関数は、ボタン、リ
ンク、または、イベントトリガをサポートするその他のインターフェースデバイスを通し
て実現されることが好ましい。多くのその他の実装も可能である。
【００６５】
　いくつかの実施形態において、ウェブページ内のオンボードハードウェア関数は、ボタ
ンを用いて実行される。すなわち、ユーザがウェブページ上のボタンをクリックすると、
そのイベントが適切なハードウェアの起動をトリガする。一例として図５を参照すると、
ボタン５０４（「写真撮影」）がクリックされると、カメラが起動され、カメラを用いて
写真を撮影するためのＡＰＩが呼び出される。
【００６６】
　いくつかの実施形態において、オンボードハードウェア関数は、リンクを用いて実行さ
れる。ボタンと同様に、リンクアドレスがユーザによって選択されると、リンクを含むウ
ェブページが、適切なハードウェアを起動し、適切なハードウェア関数を呼び出す。
【００６７】
　いくつかの実施形態において、オンボードハードウェア関数は、イベントトリガを用い
て実施される。例えば、ウェブページ内のアプリケーションが、音声によって実行される
。このアプリケーションが選択されると、マイクがオンになるようにトリガされる。
【００６８】
　図３は、ウェブページ情報を送信するためのデバイスの一実施形態を示す構造図である
。デバイス３００は、サーバを用いて実装されてよく、受信モジュール１１、検出モジュ
ール１２、第１の返送モジュール１３、および、第２の返送モジュール１４を備える。受
信モジュール１１は、ウェブページ要求を受信するよう構成されている。検出モジュール
１２は、ウェブページ要求を送信したクライアントのタイプを識別するマーキングパラメ
ータをウェブページ要求内で検出し、ウェブページ要求を送信したクライアントのタイプ
を評価するよう構成されている。第１の返送モジュール１３は、ウェブページ要求のクラ
イアントタイプがブラウザであるとの判定に基づいて、ブラウザに基づく第１のウェブペ
ージデータを送り返すよう構成されており、第１のウェブページデータは、ウェブページ
情報を含む。第２の返送モジュール１４は、ウェブページ要求のクライアントタイプが非
ブラウザクライアントアプリケーションであるとの判定に基づいて、クライアントプログ
ラムに基づく第２のページデータを送り返すよう構成されており、第２のページデータは
、指定されたオンボードハードウェア関数を実行するためのコードおよびウェブページ情
報を含む。
【００６９】
　本願では、ウェブページ要求を送信したクライアントのタイプが非ブラウザクライアン
トアプリケーションであった場合、ウェブページ要求は、さらに、クライアントプログラ
ムが動作するプラットフォームを識別する情報を含む。第１の返送モジュール１３は、さ
らに、クライアントプログラムが動作するプラットフォームを評価し、プラットフォーム
上のクライアントプログラムがオンボードハードウェア関数を実行するためのコードによ
って必要とされるサポート情報を送り返すための基礎として、プラットフォーム情報を用
いるよう構成される。
【００７０】
　図４は、本願の一実施形態に記載のウェブページを生成するためのデバイスの一実施形
態を示す構造図である。
【００７１】
　デバイス４００は、非ブラウザクライアントアプリケーションを実行するクライアント
デバイスとして実装されてよい。デバイス４００は、処理２００を実施できる。デバイス
４００は、送信モジュール２１、受信モジュール２２、および、生成・表示モジュール２



(15) JP 6110950 B2 2017.4.5

10

20

30

40

50

３を備える。送信モジュール２１は、ウェブページ要求を送信するクライアントのタイプ
を識別するマーキングパラメータをウェブページ要求に追加してウェブページ要求を送信
するよう構成されており、クライアントのタイプは非ブラウザクライアントアプリケーシ
ョンである。受信モジュール２２は、ウェブページ要求およびマーキングパラメータに従
って送り返されたウェブページデータを受信するよう構成されており、ウェブページデー
タは、指定されたオンボードハードウェア関数を実行するためのコードおよびウェブペー
ジ情報を含む。生成・表示モジュール２３は、オンボードハードウェア関数を含むウェブ
ページを生成してウェブページを表示するための基礎としてウェブページデータを用いる
よう構成されている。
【００７２】
　図の例において、送信モジュール２１は、さらに、クライアントプログラムが動作する
プラットフォームに関する情報を取得するよう構成されており、プラットフォーム情報は
、クライアントプログラムが動作するプラットフォームを評価するため、および、プラッ
トフォーム上のクライアントプログラムがオンボードハードウェア関数を実行するための
コードによって必要とされるサポート情報を取得するために利用できる。
【００７３】
　図の例において、生成・表示モジュール２３は、ページレンダリングエンジンを呼び出
して、ウェブページ情報をレンダリングし、ハードウェア関数を含むウェブページを生成
するためにオンボードハードウェア関数情報を実行するためのコードをレンダリング処理
に追加するよう構成されている。
【００７４】
　図の例において、オンボードハードウェア関数は、カメラ関数、マイク関数、および／
または、任意のその他の適切なハードウェア関数を含む。
【００７５】
　図の例において、オンボードハードウェア関数を含むウェブページデータ内のハードウ
ェア関数は、ボタン、リンク、または、イベントトリガを通して実現される。
【００７６】
　本記載に含まれる実施形態の各々は漸進的に記載されており、各実施形態の説明は他の
実施形態とは異なる領域に焦点を当てており、実施形態の記載は各実施形態の同一または
類似の部分について相互に参照できる。
【００７７】
　上述のモジュールは、１または複数のプロセッサ上で実行されるソフトウェアコンポー
ネントとして、特定の機能を実行するよう設計されたプログラム可能論理デバイスおよび
／または特定用途向け集積回路などのハードウェアとして、もしくは、それらの組み合わ
せとして実装することができる。いくつかの実施形態において、モジュールは、コンピュ
ータデバイス（パーソナルコンピュータ、サーバ、ネットワーク装置など）に本願の実施
形態に記載された方法を実行させるための複数の命令など、不揮発性記憶媒体（光学ディ
スク、フラッシュ記憶装置、携帯用ハードディスクなど）に格納することができるソフト
ウェア製品の形態で具現化されてよい。モジュールは、単一のデバイス上に実装されても
よいし、複数のデバイスにわたって分散されてもよい。モジュールの機能は、互いに統合
されてもよいし、複数のサブモジュールにさらに分割されてもよい。
【００７８】
　本発明は、本発明の方法、装置（システム）、および、コンピュータプログラム製品に
基づいたフローチャートおよび／またはブロック図を参照して記載されている。フローチ
ャートおよび／またはブロック図内の各処理および／またはブロック、ならびに、フロー
チャートおよび／またはブロック図内の処理および／またはブロックの組み合わせは、コ
ンピュータプログラム命令で実現されうることを理解されたい。これらのコンピュータ命
令は、マシンを生成するために、汎用コンピュータ、専用コンピュータ、組み込みプロセ
ッサ、または、その他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサに供給されてよく
、その結果、コンピュータまたはその他のプログラム可能なデータ処理装置のプロセッサ
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によって命令が実行されることで、フローチャートの１または複数の処理および／または
ブロック図の１または複数のブロックに記載された機能を実現するために用いられるデバ
イスが生成される。
【００７９】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたはその他のプログラム可能
なデータ処理装置を導くことができる専用のコンピュータ読み取り可能な記憶デバイス上
に格納されてもよく、その結果、これらのコンピュータ読み取り可能なデバイス上に命令
が格納されることで、命令デバイスを備える製品が生成される。これらの命令デバイスは
、フローチャートの１または複数の処理および／またはブロック図の１または複数のブロ
ックに記載された機能を実現する。
【００８０】
　これらのコンピュータプログラム命令は、コンピュータまたはその他のプログラム可能
なデータ処理装置上にロードされてもよく、その結果、一連の動作工程が、コンピュータ
またはその他のプログラム可能な装置上で実行され、コンピュータ処理が行われる。この
ように、コンピュータまたはその他のプログラム可能な装置上で実行された命令は、フロ
ーチャートの１または複数の処理および／またはブロック図の１または複数のブロックに
記載された機能を実現するための工程を提供する。
【００８１】
　本発明によって提供される、ウェブページを送り返すための方法およびデバイスならび
にウェブページを生成するための方法およびデバイスについて詳述した。本明細書は、具
体的な実施形態を用いて、本発明の実施例の原理および形態を説明している。上記の実施
形態の説明は、単に、本発明の方法およびその中心概念の理解を助けるよう意図されたも
のである。さらに、当業者は、本発明の概念に基づいて、具体的な実装の形態および応用
範囲に対して修正を加えることができる。要するに、本記載の内容は、本発明を限定する
ものとして理解されるべきではない。
【００８２】
　上述の実施形態は、理解しやすいようにいくぶん詳しく説明されているが、本発明は、
提供された詳細事項に限定されるものではない。本発明を実施する多くの代替方法が存在
する。開示された実施形態は、例示であり、限定を意図するものではない。

　本発明は、たとえば、以下のような態様で実現することもできる。

適用例１：
　クライアントデバイス上で動作するクライアントアプリケーションにウェブページデー
タを送信するためのシステムであって、
　１または複数のプロセッサであって、
　　前記クライアントアプリケーションによって送信されたウェブページ要求を受信し、
　　前記ウェブページ要求内のマーキングパラメータを検出し、
　　前記マーキングパラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記クライアントアプリ
ケーションのクライアントタイプを判定し、
　　前記クライアントタイプがブラウザクライアントアプリケーションであると判定され
た場合に、ウェブページ情報を含む第１のウェブページデータを前記クライアントアプリ
ケーションに送信し、
　　前記クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであると判定さ
れた場合に、ウェブページ情報と、前記クライアントデバイス上でオンボードハードウェ
ア関数を実行するためのコードと、を含む第２のウェブページデータを前記クライアント
アプリケーションに送信するよう構成された、１または複数のプロセッサと、
　前記１または複数のプロセッサに接続され、前記１または複数のプロセッサに命令を提
供するよう構成された１または複数のメモリと、
を備える、システム。
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適用例２：
　適用例１のシステムであって、前記クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプ
リケーションであると判定された場合に、前記１または複数のプロセッサは、さらに、前
記ウェブページ要求に含まれるプラットフォーム情報を用いて、前記クライアントアプリ
ケーションが動作するプラットフォームを識別するよう構成されている、システム。

適用例３：
　適用例２のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、さらに、前記プラッ
トフォーム上で前記オンボードハードウェア関数を実行するために必要なサポート情報を
送信するよう構成されている、システム。

適用例４：
　適用例３のシステムであって、前記サポート情報はプラットフォーム固有である、シス
テム。

適用例５：
　適用例１のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、カメラ関数、マイ
ク関数、または、それら両方を含む、システム。

適用例６：
　適用例３のシステムであって、前記サポート情報は、前記オンボードハードウェア関数
に関するＡＰＩ情報を含む、システム。

適用例７：
　クライアントアプリケーションにウェブページデータを送信するための方法であって、
　前記クライアントアプリケーションによって送信されたウェブページ要求を受信する工
程と、
　前記ウェブページ要求内のマーキングパラメータを検出する工程と、
　前記マーキングパラメータに少なくとも部分的に基づいて、前記クライアントアプリケ
ーションのクライアントタイプを判定する工程と、
　前記クライアントタイプがブラウザクライアントアプリケーションであると判定された
場合に、ウェブページ情報を含む第１のウェブページデータを前記クライアントアプリケ
ーションに送信する工程と、
　前記クライアントタイプが非ブラウザクライアントアプリケーションであると判定され
た場合に、ウェブページ情報と、オンボードハードウェア関数を実行するためのコードと
、を含む第２のウェブページデータを前記クライアントアプリケーションに送信する工程
と、
を備える、方法。

適用例８：
　表示するためのウェブページを生成するためのシステムであって、
　１または複数のプロセッサであって、
　　前記システム上で動作するクライアントアプリケーションのクライアントタイプを識
別するマーキングパラメータを含むウェブページ要求を生成し、
　　　前記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプは非ブラウザクライ
アントアプリケーションであり、
　　前記クライアントアプリケーションを用いて、前記ウェブページ要求を送信し、
　　前記ウェブページ要求に応答して送信されたウェブページデータを受信し、
　　　前記ウェブページデータは、ウェブページ情報と、前記システム上で指定のオンボ
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ードハードウェア関数を実行するために用いられるコードとを含み、
　　前記ウェブページデータを用いて、前記オンボードハードウェア関数を提供すると共
に表示される前記ウェブページを生成するよう構成された、１または複数のプロセッサと
、
　前記１または複数のプロセッサに接続され、前記１または複数のプロセッサに命令を提
供するよう構成された１または複数のメモリと、
を備える、システム。

適用例９：
　適用例８のシステムであって、前記１または複数のプロセッサは、さらに、
　前記クライアントアプリケーションが動作するプラットフォームを識別するプラットフ
ォーム情報を取得し、
　前記プラットフォーム情報に少なくとも部分的に基づいて、前記システム上で前記指定
のオンボードハードウェア関数を実行するために用いられる前記コードによって必要とさ
れるサポート情報を取得するよう構成されている、システム。

適用例１０：
　適用例８のシステムであって、前記ウェブページデータを用いて、前記ウェブページを
生成することは、
　ページレンダリングエンジンを呼び出して、前記ウェブページ情報をレンダリングし、
　前記オンボードハードウェア関数を実行するために用いられる前記コードを、前記レン
ダリングされたウェブページ情報に追加することを含む、システム。

適用例１１：
　適用例１０のシステムであって、前記ウェブページデータを用いて、前記ウェブページ
を生成することは、
　前記オンボードハードウェア関数を実行するためのサポート情報を、前記レンダリング
されたウェブページ情報に追加することを含む、システム。

適用例１２：
　適用例８のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、カメラ関数、マイ
ク関数、または、それら両方を含む、システム。

適用例１３：
　適用例８のシステムであって、前記オンボードハードウェア関数は、前記ウェブページ
に関連付けられたボタン、リンク、またはイベントトリガを通して呼び出される、システ
ム。

適用例１４：
　適用例８のシステムであって、前記サポート情報は、前記オンボードハードウェア関数
に関するＡＰＩ情報を含む、システム。

適用例１５：
　表示するためのウェブページを生成するための方法であって、
　クライアントデバイス上で動作するクライアントアプリケーションのクライアントタイ
プを識別するマーキングパラメータを含むウェブページ要求を生成する工程であって、前
記クライアントアプリケーションの前記クライアントタイプは非ブラウザクライアントア
プリケーションである、工程と、
　前記クライアントアプリケーションを用いて、前記ウェブページ要求を送信する工程と
、
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　前記ウェブページ要求に応答して送信されたウェブページデータを受信する工程であっ
て、前記ウェブページデータは、ウェブページ情報と、指定のオンボードハードウェア関
数を実行するために用いられるコードとを含む、工程と、
　前記ウェブページデータを用いて、前記クライアントデバイス上で前記オンボードハー
ドウェア関数を提供すると共に表示される前記ウェブページを生成する工程と、
を備える、方法。

【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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